
内部統制
　当社および子会社からなる企業集団における業務の適正
を確保するための体制として、経営理念、グループ方針など、
共有の指針をもってグループ経営を行い、さらに子会社の
経営について、各社の自主性を尊重しながらも、承認・報告
事項などを定め管理することで、子会社の業務の適正性と
適法性を確認する体制を整備しています。
　なお、役員に関する情報は、有価証券報告書やコーポレー
トガバナンス報告書へも記載していますのでご参照ください。

役員報酬の決定方針について

基本方針
　報酬の基本方針として、株主の負託に応えるべく、役員の
業績向上への意欲を高め、長期的な企業価値増大に寄与す
る報酬体系としています。報酬水準はそれぞれの責務の大
きさを勘案し、役職に応じた基準を制定しています。基本報
酬（月額報酬）、短期インセンティブ（賞与）、中長期インセン
ティブ（株式報酬）により構成しています。

［報酬構成とその支給対象］

役員区分 月額報酬 賞与 株式報酬

社内取締役･執行役員 〇 〇 〇

社外取締役 〇 — —

監査役･社外監査役 〇 — —

［社内取締役・執行役員の報酬構成イメージ］
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社内取締役・執行役員の報酬は、基準額で概ね、月額報酬60％：株式報酬
10％：賞与30％程度となるように設定しています。社外取締役は独立した立
場で経営の監視・監督機能を担う役割のため、現金賞与および株式報酬の支
給はありません。

月額報酬
　各取締役および執行役員の月額報酬は、職責、従業員の給
与水準および他社の水準などを分析した上で、原案を作成し、
取締役会における決定事項の独立性・透明性を高めるために、
取締役会の諮問機関として設置された社外取締役を議長と
する報酬委員会での審議・答申を経て、取締役会にて決定し
ています。また、各監査役の報酬額は監査役の協議により決
定しています。月額報酬は、株主総会の決議により定められ
た報酬総額の上限額の範囲内において決定しています。

賞与
　各取締役（社外取締役除く）および執行役員の賞与額は、
企業本来の営業活動の成果を反映する連結営業利益、経営
環境、従業員への賞与支払額および各人の活動評価をベー
スに原案を作成しています。その原案に対して、取締役会に
おける決定事項の独立性・透明性を高めるために、取締役会
の諮問機関として設置された社外取締役を議長とする報酬
委員会での審議・答申を経て、賞与の支払総額を株主総会に
て承認を受けたうえで、取締役会にて決定します。

株式報酬
　各取締役（社外取締役除く）および執行役員の株式報酬
(譲渡制限付株式報酬制度)は、当社の中長期的な企業価値
向上に向けた取り組みを促すとともに、経営者として、より
一層強い責任感を持ち、株主の皆さまと同じ目線に立った
経営を推進することを目的とし、経営環境、および他社の水
準などを勘案した上で、原案を作成しています。その原案に
対して、月額報酬、賞与と同様に、取締役会の諮問機関とし
て設置された社外取締役を議長とする報酬委員会での審議・
答申を経て、取締役会にて決定しています。

［譲渡制限付株式報酬の概要］

対象者 取締役（社外取締役を除く）および
執行役員

株式報酬枠 取締役に対し、年額40百万円以内

上限株数 取締役に対し、年40千株以内

譲渡制限期間 取締役、監査役および執行役員の
いずれの地位も退任する日までの期間

コンプライアンス

推進体制・しくみ
　コンプライアンスに関する重要な施策などを検討するた
めに社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し
ています。また、日常の活動を支えるためにコンプライアン
ス統括部署のみならず、法令主管部署および各部にコンプ
ライアンス管理責任者／管理担当者を設置することで、職
場に適した活動を継続的に行うことができるよう取り組ん
でいます。
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具体的な取り組み
コンプライアンス強調月間活動
　毎年10月に実施する「コンプライアンス強調月間活動」で
は、コンプライアンス意識の維持および向上を図っています。
職場でコンプライアンスについて討議する機会の他、PC起
動時のメッセージ、社内報や役員講話、DVD上映会などを
行っています。

グループコンプライアンスへの取り組み
　コンプライアンス統括部署や法令主管部署が主体となり、
国内・海外子会社と連携を図り、各社の状況や環境に応じた
体制整備や啓発活動を行っています。

相談通報
　社内の問題を早期に発見し、解決するために、社内および
社外に相談通報窓口を設置しています。社内の相談通報窓
口は、問題をできる限り広く、かつ早期に吸い上げることが
できるよう、本社、各工場および労働組合の各所に設置する
とともに、名称を「なんでも相談窓口」とし、窓口の敷居を低
くする工夫をしています。また、社内の窓口には相談しづら
いと感じる従業員が相談自体を躊躇することがないよう、「コ
ンプライアンス・コール」として、社外弁護士事務所に相談通
報窓口を設置しています。当然のことながら、相談者が特定
されることがないように秘密厳守を徹底しています。以下の
グラフのとおり、毎年一定数の相談があり、問題の早期解決
に結びつけています。

［相談通報件数］
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贈収賄・腐敗防止への取り組み
　贈収賄防止に向けて、全社での公務員との接待の実態調
査を実施し、違反事例の有無を確認しています。
　公務員に対する詳細な接待ガイドラインの策定を実施し、
コンプライアンス主管部門による、腐敗防止につながる社
内各部からの各事例に対する適法性の検討、対応方法につ
いて相談対応を通年実施しています。
　その他、従来から行っている海外へ赴任する従業員に向け、
贈収賄リスクに関する教育を継続して実施しています。

反競争的行為の防止
　外部の独禁法の弁護士を招いて、全社向けに過去に発生
した違反事案を題材にした再発防止教育を開催しています。
　主管部門により、取引部門からの独禁法に関する日常的な
コンプライアンス相談への対応を継続し、特に、協業案件を
進めるにあたっての独禁法上の事前確認を継続しています。
　その他、新入社員を含む全従業員向けの独占禁止法教育
を実施しています。
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